
船舶職員の募集について 

・横浜税関では、下記のとおり船舶職員１名を募集しています。 

採用予定日 令和８年１１月１日以降（応相談） 

職  種 船長、航海士、甲板長 

業務内容 監視艇の乗組員業務 

勤務場所 

神奈川県横浜市、神奈川県横須賀市、宮城県塩釜市のいずれか 

※勤務場所の選択はできません。また、人事異動によって転居が必要な場合があるほか、他 

の税関への人事異動が発生する場合もあります。 

募集人数 １名 

募集要件 

①資格：海技免状…５級海技士（航海）以上の資格を有する者 

②以下に該当する方は応募できませんので、あらかじめご了承ください。 

○日本国籍を有しない者 

○国家公務員法第３８条の規定により国家公務員となることができない者 

 ・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく 

なるまでの者 

 ・懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

 ・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破 

壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

○平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者 

（心神耗弱を原因とするもの以外） 

身分・保険 
国家公務員 ※採用日から起算して６か月は条件付任用期間（試用期間） 

財務省共済組合 

勤務時間 原則７時間４５分/日（時間外勤務：概ね０～２０時間/月） 

休日・休暇 
休日：原則土日祝日、年末年始（１２/２９～１/３） 

休暇：年次休暇２０日/年（採用年は３日） 

基 本 給 
月額２２１，２００円～３９９，６００円（職歴等の経験年数に応じて決定） 

【例】短大卒・経験年数２０年程度の場合  約３３万円 

手 当 等 
期末・勤勉手当（年２回）、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当等あ

り（支給要件を満たす場合のみ） 昇給（年１回）あり 国家公務員宿舎あり 

服務規程 国家公務員法及び国家公務員倫理法等に基づき守秘義務や兼業制限等が適用されます。 

 

・応募方法等について 

応募方法 
応募を希望される方は電話連絡のうえ、履歴書、職務経歴書、海技免状（写）及び船員手帳

（写）を下記申込み・問い合わせ先まで送付してください。 

応募期限 令和８年７月３１日（金）必着 

選考方法 
履歴書等を基に書類選考のうえ、書類選考通過者に２次選考の日時等を別途連絡。２次選考

は、面接、実技確認、健康診断及び作文試験を実施。 

面接場所 横浜税関（神奈川県横浜市中区海岸通１－１） 

 

・申込み・問い合わせ先 

〒２３１－８４０１ 神奈川県横浜市中区海岸通１－１ 

横浜税関総務部人事課人事第１係 ℡０４５－２１２－６０２０ 

 

・その他 

  面接に係る交通費は支給しません。 

  応募書類については返却しませんので、あらかじめご了承ください。 

 

 


